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 研究要旨：研究の目的は、回腸嚢炎にまつわる問題点を抽出し、その解決への道筋を提示するととも

に研究期間内での解決を目指すこととした。回腸嚢炎にまつわる問題点として、難治性回腸嚢炎の医療

給付の問題、難治例の治療、抗菌薬治療の問題点、病因に基づいた治療（治療の個別化）を抽出した。

医療給付の問題は、早急な解決が求められる。残りの課題については、問題の解決には、自らエビデン

スを構築していかなければならないという困難さがあるため、綿密な研究計画のもと着実な実施が求め

られる。 
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A. 研究目的 

研究班において、当初は十分に認知されて

いなかった回腸嚢炎について、内視鏡アトラ

スの作製にはじまり診断基準と治療指針の作

成、「難治」および「寛解」の定義などを決定

してきた。本研究の目的は、残されたあるい

は新たに出現した回腸嚢炎にまつわる問題点

を抽出し、その解決への道筋を提示するとと

もに研究期間内で到達すべき目標を明確にす

ることである。 

 

B. 研究方法 

 報告者が問題点を抽出し、外科系研究分担

者、研究協力者間の討議により方向性を検討

した。 

 

C. 研究結果 

1. 回腸嚢炎にまつわる問題点の抽出 

1) 難治性回腸嚢炎の医療給付の問題 

 術後症例に対する医療給付について削減の

議論があるが、難治例は継続的な医療を必要と

することが大半である。従って、難治例が医療

給付対象例から除外されることのないように

制度設計を工夫する必要がある。 

2) 難治例の治療 

 生物学的製剤が次々と出現する状況の中で、

治療法の確立していない難治例に対する適応

や有効性をどのように評価していくのかにつ

いて検討を必要とする。保険適応のない中で、

症例数の限られた難治例に対し科学的検証を

行ないつつ適応拡大を図ることは容易ではな

い。 
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3) 抗菌薬治療の問題点 

間歇的投与を含め抗菌剤の長期内服による

副作用の発現は、今のところ重要視されていな

いようである。しかし、耐性菌の定着は必発で

あるようにも思える。長期的に本当に問題が生

じないのかを検討する必要がある。 

4) 病因に基づいた治療（治療の個別化） 

潰瘍性大腸炎がそうであるように、回腸嚢

炎の病因も個々の症例によって様々であの可

能性があり、腸内細菌叢の変化、自己免疫的

機序、IgG４関連疾患などがその候補として考

えられている。この考え方が適切であるかは

不明であるが、もし症例によってその原因が

異なるのであれば、治療選択も異なってくる

可能性が大きい。 

2. 問題解決のためのアプローチ 

 医療給付の問題については、この問題だけを切

り離して早急な解決が求められる。現在、外科系

関係者を中心に協議が進められている。 

難治例の治療、抗菌薬治療の問題、病因に基づ

いた治療（治療の個別化）に関して、報告は限ら

れておりデータに基づいた議論は難しい状況に

ある。しかし、暫定的な見解であっても治療指針

の改訂は必要に思われる。 

 

D. 考察 

 結果においても触れたように、いわゆるエビデ

ンスの乏しい中にあって研究を進展させなけれ

ばならない。言うまでも無いことではあるが、回

腸嚢炎研究は、症例数が比較的限られている中に

おいて科学的証拠を積み上げる難しさに直面し

ている。「だからこそ班会議で」なのであるが、

研究の趣旨、重要性、研究方法を十分認識しても

らい成果につなげるためには、強力なリーダーシ

ップが必要なのであろう。 

 

E. 結論 

我が国における回腸嚢炎診療にまつわる問題

点を列挙し、解決への方法について考察を加えた。

問題の解決には、結局は自らエビデンスを構築し

ていかなければならないという困難さがある。従

って、鈴木班では明らかにすべき研究課題を選定

し、目的、方法、研究の意義について十分に検討

した後に実施に備えるべき段階である。 
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 とくに無し 
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   とくに無し 
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